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◆税制調査会は、11月20日からいよいよ28年度税制改
正に向けた議論を開始する。当初の予定では、同日までに
消費税の複数税率に関する議論をまとめる予定だったが、
関係者の間では「不可能」との声が上がっている。公明党
は酒を除く全食料品を対象品目にするよう求めているが、

そうなると、大手スーパーにおける対象品目は10万点にも及ぶとい
う。これに対し、自民党は米のみを対象とすることを主張している。
◆公明党の意見は、税収（公明党案では1.3兆円、自民党案では
300億円の減収）、事業者の事務負担の両面からハードルが高い。自
民党が公明党をいかに“説得”するのか、見モノである。 （Q）
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今 週 の 専 門 用 語

ヘッジ対象

自身の個人番号に相違ない旨の申立書
　事業主が従業員等の個人番号の確認を行う際には、番号確認書類の提示を受ける必
要がある。しかし、従業員等が個人番号カード、通知カード、住民票の写しのいずれ
も提示できない場合には、従業員等から「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」の
提出を受け、番号確認を行うことができる。申立書には、個人番号及び個人識別事項
（氏名、住所、生年月日）を記載するほか、本人が作成したことが分かるように、本
人の署名や押印が必要とされている。

法人税の実地調査率
　法人税に関する実地調査件数を対象法人数で除することにより算出されるもの。い
わば法人税の税務調査を受ける確率のことである。平成元年に8.5％を記録した実調
率は年々低下しており、平成26年は3.2％であった。なお、この3.2％は大法人や
中小法人などすべての法人を対象とした数値である。国税局調査課が所管する法人
（約２万5,000社、原則資本金１億円以上の法人が対象）の実調率は10.6％であり、
税務署所管法人（調査課所管法人以外の法人が対象）の3.1％と比べるとかなり高い。

　ヘッジには、①価格変動等を伴う資産・負債などの「ヘッジ対象」と、②変動によ
る損失リスクをヘッジするデリバティブなどの「ヘッジ手段」がある。一体の関係に
ある両者は本来連動すべきだが、例えば将来見込まれる外貨建て売上に対し為替予約
を行う場合には、ヘッジ対象がないままヘッジ手段を保有することになり、仮に売上
が生じる前に決算を迎えると、売上より先に為替予約の評価損益が発生する。そこで、
ヘッジ対象と手段の損益を同時期に計上させようという仕組みがヘッジ会計である。
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